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発行価格ならびに売出価格等決定に関するお知らせ 

 

平成 17 年 12 月 5 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行ならびに株式売出しに関

し、発行価格ならびに売出価格等を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1．公募による新株式発行（一般募集） 

(1)  発行価格  1 株につき金    1,552 円 

(2)  発行価格の総額  3,802,400,000 円 

(3)  発行価額  1 株につき金 1,456.00 円 

(4)  発行価額の総額  3,567,200,000 円 

(5)  発行価額中資本に組入れない額  1 株につき金   728.00 円 

(6)  申込期間 平成 17 年 12 月 15 日（木）～平成 17 年 12 月 19 日（月） 

(7)  払込期日 平成 17 年 12 月 22 日（木） 

    （注）引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 

 

2．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1)  売出株式数  350,000 株 

(2)  売出価格  1 株につき金    1,552 円 

(3)  売出価格の総額  543,200,000 円 

(4)  申込期間 平成 17 年 12 月 15 日（木）～平成 17 年 12 月 19 日（月） 

(5)  受渡期日 平成 17 年 12 月 26 日（月） 

 

3．第三者割当による新株式発行 

(1)  発行価額  1 株につき金 1,456.00 円 

(2)  発行価額の総額（上限）  509,600,000 円 

(3)  発行価額中資本に組入れない額  1 株につき金   728.00 円 
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【ご参考】 

1．発行価格及び売出価格の算定 

(1)  算定基準日及びその価格 平成 17 年 12 月 14 日（水） 1,600 円 

(2)  ディスカウント率  3.00％ 

 

2．オーバーアロットメントによる売出株式数及び第三者割当による発行新株式数について 

上記「2．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによ

る売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエ

ムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）であります。 

これに関連して、当社は平成 17 年 12 月 5 日（月）開催の取締役会において、上記「3．第三者割当に

よる新株式発行」に記載の大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式 350,000

株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を平成 18 年 1 月 18 日（水）を払込期日

として行うことを決議しております。 

大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 17 年 12 月 15 日（木）から平成 17 年 12 月 19 日（月）

までの間、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株

式を貸借株式の返還に充当する場合があります。 

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成17年12月20日（火）から平成18年1月13日（金）

までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引

所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該

シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。 

なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から

上記の両取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当

増資に係る割当に応じる予定であります。 

そのため本件第三者割当増資における発行新株式数の全部または一部につき申込みが行われず、

その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数がその限度で減少し、ま

たはその発行そのものが全く行われない場合があります。 

 

3．調達資金の使途 

今回の公募増資による手取概算額 3,537,200 千円については、一般募集と同日付をもって決議された

第三者割当増資の手取概算額上限 504,600 千円と合わせて、設備資金に 1,200,000 千円、投融資に

450,000 千円、借入金返済に 2,300,000 千円、残額を研究開発資金に充当する予定であります。 

 

 

以 上  

 


